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① 50 万円以下の罰金

次のア及びイに該当する者は、50 万円以下の罰金に処せられます。

ア 正当な理由がないのに、上記（２）改善命令の規定に違反してその命令に係る措置を採

らなかった者（法第 78 条第１項第１号）

イ 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）の代表者若しく

は管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に

関して、上記アの違反行為をした場合に、行為者、またその法人等（法第 79 条第１項）

② 20 万円以下の過料

以下のア～コのいずれかに該当する場合においては、NPO 法人の理事、監事又は清算人は、

20 万円以下の過料に処せられます（法第 80 条）。

ア 組合等登記令に違反して、登記を怠ったとき（法第 80 条第１号）

イ 法人の成立時の財産目録の作成、備置きの規定（法第 14条）に違反して、財産目録を

備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法

第 80 条第２号）

ウ 所轄庁への役員変更等の届出（法第 23 条第１項）、定款変更の届出（法第 25条）の規

定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき（法第 80条第３号）

エ 事業報告書等（43 ページ参照）、役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及び登記に

関する書類の写し）の備置きの規定（法第 28条第１項・第２項）に違反して、これを備

え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法第

80 条第４号）

オ 定款の変更に係る登記事項証明書の届出（法第 25 条第７項）、事業報告書等の提出（法

第 29 条）の規定に違反して、これらの書類の提出を怠ったとき（法第 80 条第５号）

カ 理事又は清算人が破産手続開始の申立て及び公告の規定（法第 31 条の３第２項、法第

31 条の 12第１項）の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき（法第 80

条第６号）

キ NPO 法人が貸借対照表の公告（法第 28 条の２）の規定に違反して若しくは清算人が法人

の債権者に対する債権申出の催告等（法第 31 条の 10 第１項）又は破産手続開始の申立て

に関する公告（法第 31 条の 12 第１項）の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告

をしたとき（法第 80 条第７号）

ク NPO 法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの貸借対照表及び財産目録の作成、備置

きの規定（法第 35条第１項）に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事

項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法第 80 条第８号）

ケ NPO 法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの債権者に対する公告・催告、債権者の

異議に対する弁済等の規定（法第 35 条第２項、第 36 条第２項）に違反したとき（法第 80

条第９号）

コ 上記（１）の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避したとき（法第 80 条第 10号）

③ 10 万円以下の過料

NPO 法人以外の者が、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を

用いた場合には、10万円以下の過料に処せられます（法第 81条）。
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９ 税務上の取扱い

■NPO法人に対してはいろいろな税金が課せられます。詳細については、税務署、県税事務所等

関係機関にお尋ねください。

税制上の収益事業は、法人税法施行令第５条第１項に掲げられている34業種に該当するものを

いいます。そのため、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上の収益事業に該当する

場合には課税の対象となりますので注意してください。

（１）法人税（国税）

課税対象収益事業（法人税法上の収益事業）から生ずる所得に課税されます。

（２）法人住民税（地方税）

均等割は、事業所の所在する都道府県及び市町村ごとに課税されます。

法人税割は、収益事業から生じた所得に対して課せられた法人税を基礎に課税されます。

①県税

（ただし、令和元年10月１日から開始する事業年度に適用される税率）

②市町村税

法人税法上の収益事業の種類（法人税法施行令第５条第１項）

物品販売業 請負業 仲立業 遊覧所業

不動産販売業 印刷業 問屋業 医療保健業

金銭貸付業 出版業 鉱業 一定の技芸教授業

物品貸付業 写真業 土石採取業 駐車場業

不動産貸付業 席貸業 浴場業 信用保証業

製造業 旅館業 理容業 無体財産権の提供等を

行う事業通信業 料理店業その他の飲食店業 美容業

運送業 周旋業 興行業 労働者派遣業

倉庫業 代理業 遊技所業

法人県民税

均等割 ２万５百円（高知県では、均等割は免除されます）

法人税割
法人税額が年1,000万円を超える法人 1.8%

上記以外の法人 1.0%

法人市町村民税

均等割 市町村によって異なります。一定の減免措置を行って

いる場合もありますので、最寄りの市町村窓口に相談

してください。
法人税割
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（３）法人事業税（県税）

法人税法上の収益事業を行う場合の収益事業から生じた所得に対して課税されます。

年間所得 400万円以下の部分

年間所得 400万円を超～800万円以下の部分

年間所得 800万円超の部分

（ただし、令和元年 10月１日以降に開始した事業年度に適用される税率）

（４）その他の税

上記（１）～（３）の他に課せられる主な税は、国税としては、消費税、印紙税など、県

税として、不動産取得税、自動車取得税、自動車税など、市町村税として、軽自動車税、固

定資産税などがあげられます。

3.5％

5.3％

7.0％
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